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 特定非営利活動法人 みらくる  
 
 １ 事業の成果 
 平成24年度は、葛飾区を主な活動場所として事業を展開した。葛飾区柴又地域を中心として、主に観光客
を対象として観光案内による地域振興を目的として、地域の商店等と協働しながら環境に配慮した電動補助
付3輪自転車の運行と広告掲載に関する事業を行った。また、コミュニティビジネスやソーシャルビジネス
の推進を目的とした各種研修会や学習会に講師又は実践報告者として参加した。具体的には、東京都練馬区
の「ふれあいシクロ」とコンサルタント契約を締結し、車両購入代理とドライバー研修等を行った。神奈川
県川崎市では、「持続可能な地域交通を考える会」からの依頼でイベント運行等を行った。 
 
 ２ 事業の実施に関する事項 
 
 （１）特定非営利活動に係る事業 
 

事業名 事 業 内 容 実 施 
日 時 

実 施 
場 所 

従事者 
の人数 

受益対象者 
の範囲及び 
人 数 

事業費の 

金額 

（千円） 

 

 環境に配慮し
た交通手段の
運行と広告掲
載に関する事
業 

 
主に葛飾区民や葛飾を訪れ
る観光客を対象として 

環境保全の普及や啓発、

観光による地域活性化を

目的として、電動補助付3

輪自転車の運行と広告掲

載に関する事業を行う 

平成24年4月2
7日～平成25
年3月31日 

葛飾区を中心
とした東京都
内 

4人 葛飾区民と葛
飾を訪れる観
光 客 3,773 
人 

  
ＣＳＲに積
極 的 な 企
業、区内の
企 業 や 商
店、公共機
関等 7団体 

1,443 

コミュニティ
ビジネスやソ
ーシャルビジ
ネスの推進に
関する事業 

就労支援及びコミュニティ
ビジネスやソーシャルビジ
ネスの推進等を目的とした
各種研修会や学習会で報告
及び講師を行う。また、電
動補助付3輪自転車の運行
を行う地域でのアドバイザ
ー・コンサルティング事業
を行う。 

平成24年4月1
日～平成25年
3月31日 

東京都葛飾区
及び練馬区、
神奈川県川崎
市、東京都新
宿区飯田橋
（東京ボラン
ティア市民活
動センター） 

1人 
 

各種研修会や
学習会の参加
者 50人、ア
ドバイザーや
コンサルティ
ング事業 2
団体 

3,233 

  
 

  


